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○松沢成文君 私は、日本維新の会を代表し、日本国憲法の改正手続に関する法

律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨及び概要を御説明

申し上げます。 

 今回のいわゆる国民投票法に関する改正案は、投票の利便性を向上させるため

に平成二十八年に改正された公職選挙法の七項目と整合を取るためのものです。

そこには全く異論はありません。しかし、問題は、衆議院の審査会の最終段階で、

立憲民主党から提出され、原案に加えられた修正部分の検討条項にあります。 

 この附則第四条は、施行後三年後をめどにＣＭ規制や外国人寄附規制などにつ

いての必要な措置を求めるものですが、この措置が講ぜられるまでの間に国会が

憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことの可否について、法案の発議者と

修正案提案者の間で異なる解釈が示され、解決に至っていません。 

 自民党、公明党、日本維新の会の三党の発議者は、当該措置が講ぜられるまで

の間においても憲法改正原案の審議を含む憲法本体の議論と改正の発議はできる

とする一方で、修正案提出者である日本維新の党の、済みません、立憲民主党の

議員の一人は、少なくとも発議はできないことを明確にしています。この点につ

いて、五月二十六日の質疑で衆議院憲法審査会会長の統一見解を求めましたが、

残念ながら回答をいただくことはできませんでした。 

http://miteiko.sangiin.go.jp/KJSS/UIClass/KAS_0023_Detail.aspx?kaigiID=20406090154005&flg=2#NextHatsugenSya137


 一つの法案の立案者の中で解釈がこのように真っ向から対立し、法的安定性を

大きく損なう法案には問題があります。 

 国会法百二条の六で定められているように、憲法審査会の目的は「日本国憲法

及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、

憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審

査する」ことであります。この規定からすれば、とても国民投票法改正案の審議

が改正原案の審議や発議に優先すると解することはできません。 

 また、今回の法案修正部分である附則第四条の法文をどのように読んでも、国

会を自ら縛る要素は見出せないことに加え、十八歳投票権など三つの課題に対応

した平成二十六年改正により国民投票法に係る期限は撤廃されており、既に国民

投票を実施する環境が整っていることは明らかであります。 

 先週に参考人として意見を陳述された大東文化大学の浅野教授も、法案の審議

の都合によって憲法改正の実質の審議が遅れる、あるいはそれが後回しになると

いうことがあるとすれば、国会のその法案審議が立憲主義を拒んでいると言って

もいいくらいだとし、阻んでいると言ってもいいくらいだとし、改正案の審議が

憲法改正の実質的な審議に影響を与え、あたかも改正案の審議が優先されて、そ

れが終わってから憲法改正の審議をしなければならないとすれば、これは極めて

国会の在り方として問題があるのではないかと述べています。 

 このような相反する解釈を残したままでは、今後も必ず審査会の運営方法をめ



ぐって混乱し、再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。 

 そこで、こうした事態を避けるために、附則第四条により憲法改正原案の審議

及び憲法改正の発議が制限されないことを明確にする必要があることから、ここ

に日本国憲法改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案を提

出いたします。 

 内容は、同条の二項として、「前項の規定は、国会が、同項に規定する措置が講

ぜられるまでの間において、日本国憲法の改正案の原案について審議し、日本国

憲法の改正の発議をすることを妨げるものと解してはならない。」とする規定を加

えるものであります。 

 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。 


